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住宅取得（または増築、建て替え）に係る契約時において、以下のいずれかに該
当する。
・１８歳以上４０歳未満の若者である。
・配偶者が１８歳以上４０歳未満である。
・４０歳以上であるが、中学生以下の子供を扶養している。

多賀町内で住宅を新築した。
または、中古住宅を購入し
た。

多賀町内で多世代（若者世帯とその
親世帯）で同居をするため、住宅の
新築、または購入もしくは自己また
は親（子）が所有する住宅の増築、
または建て替えをした。

対

象

外

町外から転入して
きた。

多賀町内の賃貸住
宅や、同居してい
た親の住宅から転
居した。

①若者新築等住宅取得支援事業
に該当

②若者世帯多世代同居支援事業
に該当

①または②の支援事業を受けるためには、下記の要件を全て満たすことが必要です。

また、令和３年度から令和５年度までの期間に、新たに固定資産税の課税を受ける

こととなった住宅が対象です。（平成２３年１月２日から令和４年１月１日までの期間に取得された住宅）

（１）本人および申請住宅に居住する同一世帯の者が多賀町に最低でも５年以上定住することを誓約する。

（２）申請住宅が所在する自治会に加入し、地域行事に積極的に参加できる。

（３）申請住宅に課税される固定資産税の納税義務者である。

（４）本人および申請住宅に居住する同一世帯の者が、町税および使用料等を滞納していない。

※助成事業の詳細については、別紙「多賀町若者定住支援事業のご案内」をご覧ください。

若者世帯

若者世帯とその親
世帯が同居をして
いる。（１年以内
に若者世帯となる
予定者を含む。）

多賀町企画課（役場２階）

ＴＥＬ：０７４９－４８－８１２２

ＦＡＸ：０７４９－４８－０１５７

E-mail：kikaku@town.taga.lg.jp

お問い合わせ


